
（原裁判等の表示） 

          主          文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

          事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

  処分行政庁が，原告に対し，平成２２年９月２１日付けでした，指定居宅サ

ービス事業者の指定を取り消す旨の処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が運営する「Ａ」（以下「本件事業所」という。）について，介

護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を受けていたとこ

ろ，処分行政庁が，居宅介護サービス費を不正に請求したことを理由として，

上記指定を取り消す旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたため，原告が，

被告に対し，本件処分には，取消事由を欠いている点や手続に違法があるとし

て，本件処分の取消しを求める事案である。 

１ 前提事実等（争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易

に認められる事実及び法令） 

(1) 原告は，診療所を経営し，科学的でかつ適正な医療を普及することを目的

とする医療法人社団であり，平成２０年２月１日以降，本件事業所を運営し

ている。 

(2) 処分行政庁は，平成２０年２月１日，介護保険法４１条１項に基づき，本

件事業所について，原告を，指定通所リハビリテーション事業者として指定

した。 

 (3) 処分行政庁は，平成２２年９月２１日，原告に対し，平成２３年６月２２

日法律第７２号による改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）

７７条１項５号に基づき，本件事業所に係る指定居宅サービス事業者の指定

  1



を取り消す旨の処分（本件処分）を行った。 

(4) 本件通知書の記載 

処分行政庁は，原告に対し，平成２２年９月２１日付けで本件処分に関す

る指定取消通知書（甲８。以下「本件通知書」という。）を送付した。本件

通知書には，本件処分に係る取消理由として，以下のとおり記載されていた。 

１ 実際には提供していない指定通所リハビリテーションについて，当該

サービスをあたかも提供したかのごとく，諸記録を装ったうえ，当該サ

ービスに係る介護報酬を不正に請求した（介護保険法第７７条第１項第

５号に該当。以下「取消理由１」という。）。 

２ リハビリテーションマネジメント加算については，算定の要件として，

月に８回以上の通所が必要であるにもかかわらず，あたかも当該要件を

満たしていたかのごとく，諸記録を装ったうえ，当該サービスに係る介

護報酬を不正に請求した（介護保険法第７７条第１項第５号に該当。以

下「取消理由２」という。）。 

３ 居宅サービス計画に位置付けられた所要時間のサービス提供を行わず，

かつ，当該サービスに係る介護報酬を減額することなく不正に請求した

（介護保険法第７７条第１項第５号に該当。以下「取消理由３」という。）。 

  (5) 原告は，平成２２年１１月２３日，本件訴訟を提起した。 

(6) 介護保険法において，居宅サービスとは，訪問介護，通所リハビリテーシ

ョン等をいい，居宅サービス事業とは，居宅サービスを行う事業をいい（介

護保険法８条１項），通所リハビリテーションとは，居宅要介護者（主治の医

師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している

と認めたものに限る。）について，介護老人保健施設，病院，診療所その他の

厚生労働省令で定める施設に通わせ，当該施設において，その心身の機能の

維持回復を図り，日常生活の自立を助けるために行われる理学療法，作業療

法その他必要なリハビリテーションをいう（介護保険法８条８項）。 
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 市町村は，要介護認定を受けた被保険者（以下「要介護被保険者」という。）

のうち居宅において介護を受ける者（以下「居宅要介護被保険者」という。）

が，都道府県知事が指定する者（以下「指定居宅サービス事業者」という。）

から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業者により行われる居宅サー

ビス（以下「指定居宅サービス」という。）を受けたときは，当該居宅要介

護被保険者に対し，当該指定居宅サービスに要した費用について，居宅介護

サービス費を支給する（介護保険法４１条）。 

 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビリテ

ーション事業者」という。）は，居宅サービス計画が作成されている場合は，

当該計画に沿った指定通所リハビリテーションを提供しなければならない（平

成１１年３月３１日厚生省令第３７号（以下「指定基準」という。）１１９

条，１６条）。 

指定居宅サービスに要する費用の額は，所定の指定居宅サービス介護給付

費単位数表により算定されるところ，利用者に対して，指定通所リハビリテ

ーション事業所において，指定通所リハビリテーションを行った場合には，

利用者の要介護状態区分に応じて，現に要した時間ではなく，通所リハビリ

テーション計画（指定基準１１５条１項に規定する通所リハビリテーション

計画をいう。以下同じ。）に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーシ

ョンを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する（なお，「位置

付け」るとは，居宅サービス計画において，指定居宅サービス等の提供を予

定することをいう。）。また，①医師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士

その他の職種の者が共同して，利用者ごとのリハビリテーション実施計画を

作成していること，②利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師

又は医師の指示を受けた理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が指定通所

リハビリテーションを行っているとともに，利用者の状態を定期的に記録し

ていること，③利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期
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的に評価し，必要に応じて当該計画を見直していること，④指定通所リハビ

リテーション事業所の従業者が，指定居宅介護支援事業者を通じて，指定訪

問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し，リハビリ

テーションの観点から，日常生活上の留意点，介護の工夫等の情報を伝達し

ていることのいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所

について，リハビリテーションマネジメント加算として，１月につき２３０

単位を所定単位数に加算する（平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号。

以下「算定基準」という。）。 

リハビリテーションマネジメント加算は，１月に８回以上通所している場

合に，１月に１回算定するものとする（平成１２年３月１日老企第３６号各

都道府県介護保険主管部（局）長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以

下「算定通知」という。）。 

２ 争点 

 (1) 旧介護保険法７７条１項５号の取消事由該当性 

  ア 取消理由１の有無 

  イ 取消理由２の有無 

  ウ 取消理由３の有無 

 (2) 比例原則違反の有無 

 (3) 本件処分に至る手続の適法性 

 (4) 理由不備の有無 

３ 争点に対する当事者の主張 

 (1) 旧介護保険法７７条１項５号の取消事由該当性 

  ア 取消理由１の有無 

   （被告の主張） 

(ア) Ｂについて 

原告は，本件事業所におけるＢの平成２１年５月１日から平成２１年
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８月３１日までの間の合計３２回分の指定通所リハビリテーションにつ

いて，合計１１万１１６８円の居宅介護サービス費を請求しているが，

以下のとおり，確認できる利用回数は最大でも１５回のみであって，そ

れ以外の合計１７回分（具体的には，平成２１年５月１２日，同月１９

日，同月２６日，同年６月２日，同月９日，同月１６日，同月２３日，

同月３０日，同年７月７日，同月１４日，同月１７日，同月２１日，同

月２８日，同年８月４日，同月１１日，同月１８日及び同月２５日。以

下「本件Ｂ通所日」という。）に係る合計５万９０５８円の居宅介護サー

ビス費については，実際には指定居宅サービスが提供されていないにも

かかわらず，不正に請求したものである。 

ａ 連絡帳の記載 

原告では，本件事業所の所在する建物の２階に併設された，株式会

社Ｑが開設する住宅型有料老人ホーム「R」（平成２１年１１月までは

高齢者専用賃貸住宅。以下「R」という。）以外から通所する外来の利

用者については，その様子を家族等に伝えることを目的として連絡帳

が作成されていたところ，Ｂの連絡帳には，連絡帳の記載が始まった

平成２１年６月１１日から同年８月３１日までの間では，週に１回の

頻度，具体的には，同年６月１１日，同月１８日，同月２５日，同年

７月２日（同年７月３日の誤記），同月１０日，同月２４日，同月３１

日，同年８月７日，同月２１日，同月２８日の合計１０日について，

サービスの提供を受けた旨の記載があり，本件Ｂ通所日についての記

載はない。 

ｂ 家計簿の記載 

Ｂの送迎は，Ｂの娘である Sとその夫である Tが行っていたが，S

らは送迎の際，必ず外食をしており，S は，このことを家計簿（以下

「本件家計簿」という。）に記録を残していた。Sは，Ｂが実際に通所
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したことがあり得る日について，本件家計簿の記載を基にして，連絡

帳の記載が始まった平成２１年６月１１日以前では，同年５月９日，

同月１４日，同月２１日，同月２８日及び同年６月４日の合計５日の

みであると特定し，同月１１日から同年８月までの間では，Ｂの連絡

帳に記載された日付とほぼ同一の日付を特定した。 

ｃ S は，処分行政庁によって行われた原告に対する監査（以下「本件

監査」という。）において，被告の監査担当者（以下，単に「監査担当

者」という。）からの聴き取り調査に対し，原告の理事である U の母

親であり，本件事業所で会長と呼ばれる Vから，週２回は通所リハビ

リを利用しなければ困ると言われ，Ｂは当初週２回本件事業所に通っ

ていたが，他の病院にも通っているので無理であることから，遅くと

も平成２１年４月からは週１回の利用である旨述べている。 

また，Ｂの指定通所リハビリテーションを担当した理学療法士の W

も同様に，当初週２回であったものが途中から週１回になった旨述べ

ている。 

   (イ) Ｃについて 

原告は，Ｃに係る平成２１年７月１日から同年８月３１日までの間の

合計１６回分の指定居宅サービスについて，合計９万円の居宅介護サー

ビス費を請求しているが，以下のとおり，確認できる利用回数は最大で

も８回分のみであって，それ以外の合計８回分（具体的には，同年７月

６日，同月１３日，同月２０日，同月２７日，同年８月３日，同月１０

日，同月１７日及び同月２４日。以下「本件Ｃ通所日」という。）に係る

合計４万５０００円の居宅介護サービス費については，実際には指定通

所リハビリテーションが提供されていないにもかかわらず，不正に請求

したものである。 

ａ 連絡帳の記録 
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Ｃの連絡帳には，平成２１年７月１日から同年８月３１日までの間

では，週に１回の頻度，具体的には，同年７月２日，同月９日，同月

１６日，同月２３日，同月２９日（同月３０日の誤記），同年８月６日，

同月１３日及び同月２０日（全て木曜日）の合計８回について指定通

所リハビリテーションを受けた旨の記載があり，本件Ｃ通所日につい

ての記載はない。 

ｂ Ｃ，W及びＣの送迎をしていた Xは，いずれも，監査担当者からの

聴き取り調査に対し，Ｃが本件事業所を利用していたのは週に１回で

あった旨述べている。 

(ウ) 原告は，サービス提供票の「予定」欄に記載されているとおりのサ

ービスが，仮に提供されていないとしても，原告がそのことを知らなか

ったから，居宅介護サービス費の請求には故意がなかった旨主張するが，

Uや，原告の中心人物ともいうべき立場にある Vは，居宅介護サービス

費の請求を含め，責任を持って本件事業所における指定通所リハビリテ

ーション事業にあたるべき立場にあり，不正請求の事実を知らないとい

うこと自体許されない。本件事案は，組織的に継続的に大量の実体を欠

いた請求が行われた事案であり，このような事案においては，仮に Uら

が知らなかったとしても，原告がそのような請求を続けていた行為自体

が，原告の組織としての故意性を支えている。 

（原告の主張） 

 Ｂ及びＣに対する，居宅介護サービス費の請求に係る指定通所リハビリ

テーションは，全て提供されている。 

(ア) Ｂについて 

Ｂについては，専門職である理学療法士が作成した指定通所リハビリテ

ーションに関するサービス提供記録（以下「リハビリ記録」という。）に

は，本件Ｂ通所日について，提供した指定通所リハビリテーションの内容
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が記録されていること，指定通所リハビリテーションに関する記録である

デイケア記録やデイケアサービス日誌にも，上記の日に血圧・体温その他

の記録が存在すること，サービス提供票の「実績」欄にも，上記の日に実

際にサービスを提供したことを示す「１」というチェックがなされている

ことなど，客観的な記録が存在していることから，Ｂに対するサービスは，

上記の日においても，適切に提供されている。 

(イ) Ｃについて 

Ｃについて，本件Ｃ通所日のうち，リハビリ記録には，平成２１年８月

２４日を除く全ての日について，デイケア記録，デイケアサービス日誌及

びサービス提供票（甲１６）には，全ての日について，記録が残っており，

客観的な記録が存在するから，Ｃに対する指定通所リハビリテーションは，

上記の日にも，適切に提供されている。 

(ウ) 旧介護保険法７７条１項５号の「不正」とは，取消処分という重い処

分の根拠となるのであるから，少なくとも主観的な要件として，原告の故

意が必要である。 

しかしながら，原告では，本件事業所において，居宅介護サービス費請

求のための書類を作成する際は，まず，サービス提供責任者及びケアマネ

ジャーが，サービス提供票とヘルパー活動記録票を照合し，誤記や漏れが

ないか確認した後，サービス提供票が Uに渡され，Uが，居宅介護サービ

ス費の請求のための書類を作成して提出していた。Uが，居宅介護サービ

ス費を請求するのは，サービス提供責任者及びケアマネジャーの確認が終

わった後であり，Uは，チェックの入ったサービス提供票を見て,当然各サ

ービスが適切に提供されていると信頼して居宅介護サービス費の請求をし

ていたのであり，Uや請求事務に関わっていなかった Vに，不正な請求を

しているという認識はなかった。 

したがって，原告には，不正請求について故意がなかったのであるから，
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「不正」な請求とはいえない。 

イ 取消理由２の有無 

 （被告の主張） 

リハビリテーション実施計画の作成，利用者の状態の定期的な記録等の基

準に適合する指定通所リハビリテーション事業所については，リハビリテー

ションマネジメント加算として，１月につき２３０単位を所定単位数に加算

するとされているが，算定基準及び算定通知によれば，加算の取扱いについ

ては，利用者が１月に８回以上通所している場合に，１月に１回算定するも

のとされている。 

原告は，保険者に対し，Ｂの居宅介護サービス費について，平成２１年６

月及び同年７月の２回，合計４１４０円を，Ｃの居宅介護サービス費につい

て，平成２１年７月に２０７０円を，それぞれリハビリテーションマネジメ

ント加算として，国民健康保険団体連合会を通じて請求した。 

しかしながら，前記アで述べたとおり，Ｂの本件事業所への通所は，平成

２１年６月は合計４回，同年７月は合計４回であり，Ｃの本件事業所への通

所は，同年７月は合計５回であり，いずれも１月に８回以上の通所ではない。 

よって，原告は，１月に８回以上とのリハビリテーションマネジメント加

算の要件を満たしていないにも関わらず，同要件を満たしていると仮装し，

当該加算部分について不正な請求を行ったものである。 

 （原告の主張） 

  Ｂ及びＣは，上記アで述べたとおりに本件事業所を通所しており，「１月に

８回以上通所している場合」というリハビリテーションマネジメント加算の

要件を満たすから，不正な請求には当たらない。 

ウ 取消理由３の有無 

（被告の主張） 

原告は，保険者に対し，居宅サービス計画に位置付けられた所要時間のサ
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ービス提供をせず，かつ，当該サービスに係る居宅介護サービス費を減額す

ることなく，別表１のとおり，１３名の利用者（以下「Ｄら１３名」という。）

に係る合計８４５回のサービスについて，合計４１２万７８７５円の居宅介

護サービス費を，国民健康保険団体連合会を通じて不正に請求した。 

(ア) ノートによる時間帯の確認 

株式会社 Qの訪問介護員らは，Rに居住する利用者に対して行ったサー

ビスを利用者ごとのノート（以下「利用者ノート」という。）に記録をし

ており，利用者ノートには，R が所在する建物の１階にある本件事業所に

行ったとする時間，本件事業所から２階の Rに帰ってきたとする時間，ま

たは，再び本件事業所へ行った時間等が概ね記載されており，これらの記

載から，利用者が平成２０年２月１日から平成２２年１月３１日までの間

に実際に指定通所リハビリテーションを受けた時間帯が確認できる。 

Ｄら１３名の利用者ノートの記載を見ると，指定通所リハビリテーショ

ンが行われたとされる時間帯に，利用者の多くが，２階で昼食をとるなど，

建物２階の Rに戻り，その後１階の本件事業所に戻ることがない。利用者

が２階にいる間は，指定通所リハビリテーションのサービスの提供をして

いないから，原告が指定通所リハビリテーションを行ったとするもののう

ち，利用者が時間帯の途中に２階に戻るなどして，所定の時間を満たして

いない別表１の合計８４５回は，適正な指定通所リハビリテーションの提

供はない。 

(イ) 実際に指定通所リハビリテーションを担当していたWを初め，複数の

従業者が，実際の指定通所リハビリテーションの提供時間は，短時間であ

り，その多くが午前中で終了していた旨述べている。 

（原告の主張） 

各利用者に対する正式な指定通所リハビリテーションの記録であるサービ

ス提供票には，「実績」の欄に，実際に指定通所リハビリテーションを提供
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したことを示す「１」というチェックが入っており，当該指定通所リハビリ

テーションは適切に行われていることを示している。 

また，仮に，サービス提供票どおりの指定通所リハビリテーションが提供

されていないとしても，原告は，サービス提供票どおりに指定通所リハビリ

テーションが提供されていると信じて居宅介護サービス費を請求したのであ

り，架空又は水増しによる不正な請求であるとの故意はなかった。 

(2) 比例原則違反の有無 

  （被告の主張） 

ア 原告は，本件処分を行ったことが比例原則に違反するなどと主張するが，

取消理由１及び同２は，提供してもいない指定通所リハビリテーションを

提供したとして請求した架空請求の事案であり，しかも，原告は，利用者

に対し，本件監査において虚偽の回答をするように依頼し，罪証の隠滅行

為まで行っている。したがって，取消理由１から３までに係る各行為の違

法性の程度は高く，本件処分を行ったことは何ら比例原則に反するもので

はない。 

イ また，原告は，勧告・命令を経ずに本件処分をしたことが，比例原則違

反に当たるなどと主張するが，勧告･命令の趣旨は，より実行性のある改

善指導を行うためのものであって，指定基準に違反している場合に，当該

基準を遵守させることを目的としている。他方，監査拒否・架空請求・水

増し請求等の不正に関しては，改善して治癒される事柄ではないため，法

規上も勧告・命令を経ずに指定取消・効力の停止を行うことができるので

あるから，架空請求を理由とする本件処分について，勧告・命令を経ずに

取消処分をしたとしても，比例原則違反に当たらない。 

  （原告の主張） 

指定居宅サービス事業者の指定の取消処分を受けると，当該事業者はその

後介護事業を営めなくなるという重大な不利益を被るから，処分行政庁の裁
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量には限度があるというべきである。したがって，本件処分について，処分

理由となった行為の態様，利得の有無とその金額，頻度，動機，他に取りう

る措置がなかったかどうか等を勘案して，違反行為の内容に比してその処分

が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には，裁量権の範

囲を逸脱し又はその濫用があったものとして違法となる。 

本件においては，違反行為が仮にあったとしても，以下のとおり，取消処

分という重い処分によって原告が事業を行えなくすることは，社会通念上著

しく妥当性を欠く。 

ア Uは，サービス提供票等を見て，指定通所リハビリテーションが適切に

提供されていると信頼して居宅介護サービス費の請求をしていた。したが

って，仮に指定通所リハビリテーションを提供していないものがあったと

しても，その悪質性は低い。 

イ 介護保険法７６条の２は，都道府県知事による勧告，命令等の措置を定

め，同法７７条は指定の取消しのほかに期間を定めた指定の全部又は一部

の効力の停止措置を定めている。このうち，指定の取消しは，事業者にと

っても利用者にとっても最も重大な影響のある処分であるところ，「指定

居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平

成１１年９月１７日老企第２５号各都道府県介護保険主管部（局）長宛厚

生省老人保健福祉局企画課長通知）によれば，都道府県知事は，事業者等

に対して，まず，①相当の期間を定めて指定基準を遵守するように「勧告」

を行い，②勧告に従わないときは，事業者名等を「公表」し，③正当な理

由がなく勧告に従わないときは「措置命令」を出すことができ，④さらに

命令に従わない場合には，「指定取消し」又は「指定の効力停止」をする

ことができると定められ，直ちに指定を取り消すことができる場合として，

「重大かつ明白な基準違反があったとき」と限定的に掲げられている。 

本件処分に至るまでに，処分行政庁は，原告に対し，勧告，公表および
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措置命令を一切行っていない。処分行政庁の依拠する資料も「正しいもの

と断定できない」と述べており，「明白な」指定基準違反がない以上，通

達の定める段階的なプロセスを経ずに，いきなり本件処分のような指定取

消処分を行うことはできないはずである。 

以上のとおり，証拠上「明白な」基準違反が認められないにもかかわら

ず，段階的な処分等を経ずに，いきなり本件処分を行ったことは，比例原

則に反する。 

よって，本件処分は，裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法があり，取り

消されるべきである。 

 (3) 本件処分に至る手続の適法性 

  （被告の主張） 

ア 本件監査は，平成２２年１月２０日から同年７月１０日まで行われてお

り，本件監査の対象は監査を受けている原告において明白である。また，

処分行政庁は，原告に対し，取消処分を予定する理由について，「行政処

分に相当する事実の詳細」と題する書面（甲９）によって詳細な説明をし，

同月２９日には聴聞に係る資料を閲覧させている。上記書面に添付された

挙証資料の説明（甲２１）のうち黒塗りした部分は，従業員の個人名，個

人名が推測できる役職，続柄，日付などであって，黒塗りがあっても読め

ば容易に理解できる内容である。仮に黒塗りにより理解し難い部分があっ

たとしても，処分行政庁に対して問い合わせるための十分な時間があった

が，原告からは，黒塗りであるため理解が困難であるとの話は一切なかっ

た。さらに，本件監査によって被告の職員が取得した情報のほとんどは，

もともと原告が所持しているものである。原告所持のものではない監査に

おける確認調書も，本件監査時に関係者に適時手交しており，また，内容

も容易に理解できるものである。 

したがって，平成２２年４月９日に聴聞決定予定日の通知があってから，
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実際に聴聞のあった同年８月３１日までの間に，原告が反論を用意するこ

とは可能であったのであり，聴聞手続は適法である。 

イ 被告の監査担当者（以下，単に「監査担当者」という。）は，平成２２

年７月７日に，原告の理事である Uから原告の不正な行為について具体的

な事情を聴いた際に，確認調書の写しを交付し，その際，言い足りないこ

と，誤った発言，反論等があれば，いつでも申し出るように口頭で伝えて

いたのであるから，原告は，この時点において，何が監査対象とされてい

るかを理解できたはずである。また，これ以外にも，少なくとも同年４月

２８日，同年６月７日，同月１７日，同年７月１０日等の機会において，

監査担当者が原告の理事である U らと直接話をしており，監査担当者は，

本件事業所に赴く度に，Uを交えて，監査対象について折衝を行っていた

のであるから，Uが，何が監査対象とされ，何が問題になっているかを理

解できないことはあり得ない。監査は，証拠隠蔽等，監査目的の妨害を防

止するために，開始当初はその対象等を明らかにしないことがあるが，遅

くとも，監査開始から半年が経過した平成２２年７月の時点では，目的を

伏せる時期は既に過ぎており，監査担当者からの開示もあって，U らは，

何が監査対象であって何が問題になっているのかを具体的に把握していた。 

  （原告の主張） 

ア 本件監査は，平成２２年１月２０日から同年７月１０日まで行われてい

たものの，その目的や監査の対象について処分行政庁からの明確な提示は

なく，監査の対象や問題とされている事実の詳細が分からない状態では，

原告が適切な反論を行うことは不可能であった。また，原告に対し，本件

監査の途中で監査における確認調書は開示されておらず，同月２０日付け

の聴聞通知書が届いた後で送付された聴聞に係る資料（甲２１）には，黒

塗りが施されており，この時点でも，原告にとって，監査の対象や反論す

べき事実は明確ではなかった。 
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イ 平成２２年７月７日に行われた聴き取り調査は，Uに対する一方的な質

問や糾弾とも呼ぶべきものであって，監査対象について全体を明示されて

おらず，仮に監査の内容に話が及ぶことはあったとしても，被告の職員に

よる強権的な監査のもとで，Uがその内容を十分理解することは不可能で

あった上，「行政処分の原因となる事実」についてと題する書面に記載さ

れた取消理由の内容は，関係者が多数いる上に，期間も多岐に及んでいる

など事実関係が複雑であり，監査の際に口頭で伝えられたからといって，

理解できるものではない。 

 (4) 理由不備の有無 

 （被告の主張） 

処分行政庁は，原告に対し，本件処分の理由について，「行政処分に相当

する事実の詳細」と題する書面によって詳細に説明しており，原告にとって，

どのような具体的な行為が本件処分の理由になったのかは明らかであって，

本件処分には，理由不備の違法はなく，適法である。 

なお，原告は，取消理由の記載は，第三者においても分かる程度に明確に

されている必要があるなどと主張するが，行政処分は，一義的には名宛人と

の関係でなされるものであるから，事情を知らない第三者にも理解しうる程

度に理由の付記をすることは，困難である。 

   （原告の主張） 

行政手続法１４条１項本文が，不利益処分をする場合に同時にその理由を

名宛人に示さなければならないとしているのは，名宛人に直接に義務を課し

又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み，行政庁の判断の慎

重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに，処分の理由を名宛人に

知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるから，名宛人

はもちろん第三者においても，その記載自体からその処分理由が明らかとな

るものでなければならない。 
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また，本件処分は，原告が指定居宅サービス事業者の指定を取り消される

ことによって，本件事業所を運営することが不可能になるという極めて重大

な処分であるから，その違反行為が本件処分に該当するだけの重大なもので

あることを，名宛人である原告に十分に認識させるとともに，本件通知書を

一読した第三者にも，その処分が適正であることを容易に理解できるもので

なければならない。 

しかしながら，本件通知書に記載された取消理由には，以下のとおり，処

分対象行為について具体的事実が記載されておらず，抽象的な記載にとどま

っていて，本件通知書の記載自体では，どのような具体的行為が理由になっ

ているのかが名宛人及び第三者が特定できないものである。 

したがって，本件通知書に記載された理由は不十分であり，本件取消処分

は，行政手続法第１４条１項本文所定の理由の提示を欠き，違法である。 

   ア 取消理由１ 

本件通知書には，「実際には提供していない指定通所リハビリテーション」

とは具体的に何を指すのか，装ったという「諸記録」とは何か，日時等の

具体的な事実が記載されていない。 

   イ 取消理由２ 

本件通知書においては，１月に８回以上通所している場合に，１月に１

回算定するものとする旨定める算定通知の適用関係が明らかにされていな

い。 

また，本件通知書には，「あたかも当該要件を満たしていたかのごとく，

諸記録を装ったうえ」とは，誰に対するどの時点のサービスが問題となっ

ているのか，「諸記録」とは何を指すのか，何ら記載がない。 

   ウ 取消理由３ 

本件通知書には，「居宅サービス計画に位置付けられた所要時間のサービ

ス提供を行わず」との記載があるが，行わなかったというサービスの内容，
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日時，対象など，行為を特定するのに必要な事項がほとんど記載されてい

ない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

当事者間に争いのない事実，証拠（甲１ないし１２，１３の１ないし４，甲

１４，１５，１６の１，２，甲１９ないし２１，２３の１，２，甲３０，３２，

乙３ないし７，９の１ないし３，乙１１の１，乙１２，１４，証人 U，証人 Z）

及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 

(1) 当事者等 

ア ａは原告の理事長であり，その弟 U は原告の理事であり，その母 V は

原告の会長と呼ばれており，U及び Vは，本件事業所の運営に従事してい

た。原告は，居宅介護サービス費の請求を Uに任せていた。 

イ 本件事業所は，津市α×－３３所在の２階建て建物（以下「本件建物」

という。）の１階部分に所在し，通所リハビリテーションを行う食堂兼リ

ハビリテーションのためのスペース，浴室等が存在する。同建物の２階に

は，R が所在し，入居者の居室のほか，リビングダイニング，浴室等が存

在する。本件建物内には，指定訪問介護事業所である「ｂ」及び指定介護

支援事業所である「ｃ」も所在する。R の入居者は，本件建物の２階の居

室から，１階に降りてきて，本件事業所の指定通所リハビリテーションの

提供を受けていた。R の入居者以外の利用者は，自宅から本件事業所に通

って，指定居宅サービスを受けていた。 

ウ Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｊ，K，L，Ｍ，Ｎ，O及び P（Ｄら１３名）

は，別表１に掲げる期間において，Rの入居者であった。 

Ｂは，平成２１年５月から同年８月まで，Ｃは，平成２１年７月及び同

年８月において，それぞれ津市所在の自宅から本件事業所に通所していた。 

エ Ｄら１３名，Ｂ及びＣは，いずれも要介護被保険者である。 
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(2) 各利用者に対する指定居宅サービスの提供の記録について 

ア 原告において作成された記録について 

(ア) サービス提供票 

本件事業所では，利用者に提供する予定の指定通所リハビリテーショ

ンを，サービス提供票の「予定」欄の該当する日付の下に「１」と記載

しており，各担当者がこれに基づいて利用者に指定通所リハビリテーシ

ョンを提供していた。指定通所リハビリテーションを提供した担当者は，

指定居宅サービスが実際に提供された場合には，サービス提供票の「実

績」欄に「１」と記載し，提供されなかった場合には，「×」と記載して

いた。 

(イ) デイケアサービス日誌 

  本件事業所では，毎日，デイケアサービス日誌が作成されていた。上

部には，「１日の行事」の欄があり，下部には，「利用者名」欄に記載さ

れた利用者ごとに，血圧，検温，入浴の有無，利用時間及び送迎者を記

載する欄がある。 

(ウ) リハビリ記録 

  本件事業所では，理学療法士によって，リハビリ記録が作成され，指

定通所リハビリテーションに関するサービスの提供の結果が記録されて

いる。 

(エ) デイケア記録 

  本件事業所では，指定通所リハビリテーションに関するサービス提供

の記録であるデイケア記録が作成され，利用年月日ごとに，血圧，検温，

入浴の有無，特記事項，記録した担当者の名前を記載する欄がある。 

(オ) 利用者ノート 

  R では，その入居者毎に１冊のノート（利用者ノート）が作成され，

各日に入居者が行った入浴や食事等の行動の内容と時間が記載されてい
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る。 

(カ) 連絡帳 

   本件事業所では，R 以外から通所する利用者について，利用者の様子

を家族等に伝えるための連絡帳が作成されていた。 

イ Ｂについて 

(ア)ａ Ｂに係る平成２１年５月分のサービス提供票には，同月９日（以

下，この項において，月の記載を省略する。），１２日，１４日，１９

日，２１日，２６日及び２８日の合計７回の指定居宅サービスについ

て，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載されている。 

ｂ Ｂに係る平成２１年６月分のサービス提供票には，同月２日（以下，

この項において，月の記載を省略する。），４日，９日，１１日，１６

日，１８日，２３日，２５日及び３０日の合計９回の指定居宅サービ

スについて，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載されて

いる。また，２日については，通所リハビリテーションマネジメント

加算について，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載され

ている。 

ｃ Ｂに係る平成２１年７月分のサービス提供票には，同月３日（以下，

この項において，月の記載を省略する。），７日，１０日，１４日，１

７日，２１日，２４日，２８日及び３０日の合計９回の指定居宅サー

ビスについて，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載され

ている。また，２日については，通所リハビリテーションマネジメン

ト加算について，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載さ

れている。 

ｄ Ｂに係る平成２１年８月分のサービス提供票には，同月４日（以下，

この項において，月の記載を省略する。），７日，１１日，１８日，２

１日，２５日及び２８日の合計７回の指定居宅サービスについて，「予
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定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載されている（なお，１

４日については，「予定」欄には「１」と記載されているが，「実績」

欄は「×」と記載されている。）。 

(イ) 平成２１年５月９日，同月１２日，同月１４日，同月１９日，同月

２１日，同月２６日，同月２８日，同年６月２日，同月４日，同月９日，

同月１１日，同月１６日，同月１８日，同月２３日，同月２５日，同月

３０日，同年７月３日，同月７日，同月１０日，同月１４日，同月１７

日，同月２１日，同月２４日，同月２８日，同月３１日，同年８月４日，

同月７日，同月１１日，同月１８日，同月２１日，同月２５日及び同月

２８日のデイケアサービス日誌には，利用者名欄にＢの氏名が記載され

ており，Ｂの血圧，検温及び入浴の有無が記載されている。 

(ウ) Ｂに係るリハビリ記録には，上記(イ)のデイケアサービス日誌と同じ

日に，それぞれ，Ｂの肩，膝，腰等の痛みの有無，歩行の様子，リハビ

リテーション時のＢの発言の要旨等が記載されている。 

(エ) Ｂに係るデイケア記録には，上記(イ)のデイケアサービス日誌と同じ

日のＢの血圧，検温，入浴の有無，便通の有無や歩行練習，理学療法と

いった特記事項，記録した者の名前が記載されている。 

 (オ) Ｂに係る連絡帳には，平成２１年６月１１日（木曜日），同月１８日

（木曜日），同月２５日（木曜日），７月２日（金曜日。７月２日は木曜

日であり，３日の誤りと思われる。），同月１０日（金曜日），同月２４日

（金曜日），同月３１日（金曜日），８月７日（金曜日），同月２１日（金

曜日），同月２８日（金曜日）に記載があり，「バイタルチェック」とい

う項目で，各日の血圧，脈拍及び体温の測定結果が，「リハビリ」という

項目で，理学療法，物理療法，歩行練習等の種類やその内容等が記載さ

れているが，本件Ｂ通所日についての記載はない。 

ウ Ｃについて 
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(ア)ａ Ｃに係る平成２１年７月分のサービス提供票には，同月２日（以

下，この項において，月の記載を省略する。），６日，９日，１３日，

１６日，２０日，２３日，２７日及び３０日の合計９回の指定居宅サ

ービスについて，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載さ

れている。また，２日については，通所リハビリテーションマネジメ

ント加算について，「予定」欄のみ「１」と記載されている。 

  ｂ Ｃに係る平成２１年８月分のサービス提供票には，同月３日（以下，

この項において，月の記載を省略する。），６日，１０日，１３日，１

７日，２０日及び２４日の合計７回の指定居宅サービスについて，「予

定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載されている（なお，２

７日及び３１日については，「予定」欄には「１」と記載されている

が，「実績」欄は「×」と記載されている。）。また，３日については，

通所リハビリテーションマネジメント加算について，「予定」欄には

「１」と記載されているが，「実績」欄は「×」と記載されている。 

(イ) 平成２１年７月２日，同月６日，同月９日，同月１３日，同月１６

日，同月２０日，同月２３日，同月２７日，同月３０日，同年８月３日，

同月６日，同月１０日，同月１３日，同月１７日，同月２０日及び同月

２４日のデイケアサービス日誌には，利用者名欄にＣの氏名が記載され

ており，Ｃの血圧，検温及び入浴の有無が記載されている。 

(ウ) Ｃに係るリハビリ記録には，上記(イ)のデイケアサービス日誌と同じ

日（ただし，平成２１年８月２４日を除く。）に，それぞれ，Ｃの膝や足

の痛みの有無，筋肉の状態等が記載されている。また，同月２４日の記

載は，上から多重線が引かれている。 

(エ) Ｃに係るデイケア記録には，上記(イ)のデイケアサービス日誌と同じ

日のＣの血圧，検温，入浴の有無，食事の有無や肩，腰，膝等の痛みの

有無，歩行練習，理学療法といった特記事項，記録した者の名前が記載
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されている。 

 (オ) Ｃに係る連絡帳には，平成２１年７月２日，同月９日，同月１６日，

同月２３日，同月２９日，８月６日，同月１３日及び同月２０日に記載

があり，「送迎」という項目で，本件事業所の職員の名前が，「バイタル

チェック」という項目で，各日の血圧，脈拍及び体温の測定結果が，「リ

ハビリ」という項目で，理学療法，物理療法，歩行練習等の種類やその

内容等がそれぞれ記載されているが，本件Ｃ通所日についての記載はな

い。 

   エ Ｄら１３名について 

(ア) サービス提供票の記載 

Ｄら１３名に係る平成２０年２月分から平成２１年１２月分までのサ

ービス提供票には，別表２のとおり，合計８４５回の指定通所リハビリ

テーションについて，「予定」欄及び「実績」欄にいずれも「１」と記載

されている。 

(イ) 利用者ノートの記載 

Ｄら１３名に係る利用者ノートには，上記(ア)に対応する日付の，R

から本件事業所のリハビリテーションに行った時間及びリハビリテーシ

ョンから Rに戻った時間について，それぞれ，別表２のとおり，記載さ

れている。 

なお，Ｄ，Ｈ及びＪに係る平成２０年７月２２日，Ｉに係る同年１２

月８日，同月１５日及び同月１９日，Ｍに係る平成同年７月２２日，同

年９月１日，同月１５日，同月１９日，同月２２日，同月２６日，同月

２９日，同年１０月３日，同月６日，同月１０日，同月１３日，同月１

７日，同月２０日，同月２４日，同月２７日，同月３１日，同年１１月

３日，同月７日，同月１０日，同月１４日，同月２１日及び同月２４日，

Oに係る同年１１月５日並びに Pに係る同年３月２４日についての記載
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は，サービス提供票に記載された日付と異なっている。 

(ウ) デイケアサービス日誌 

平成２０年２月１日から平成２１年１２月２８日までのデイケアサー

ビス日誌には，「１日の行事」として，「個人的な訓練指導 ９：３０～

１１：００」，「グループ訓練 １１：００～１１：４５」，「休憩１１：

４５～１２：００」，「食事 １２：００～」，「入浴１３：３０～１５５：

００」及び「おやつ １５：００～１５：３０」の一部又は全部の項目

が記載されている。なお，同年１１月１８日及び同年１２月１６日のデ

イケアサービス日誌の「１日の行事」欄には，「ピアノ １３：００～１

４：３０」との記載があり，同月２３日の同欄には，「クリスマス会 １

３：３０～１４：４０」との記載がある。 

(エ) 本件家計簿 

S は，監査担当者に対し，S が本件家計簿の記載から，Ｂを送迎して

本件事業所を訪れた日について，以下のとおり特定した。 

平成２１年５月９日，同月１４日，同月２１日，同月２８日，同年６

月４日，同月１１日，同月１８日，同月２５日，同年７月３日，同月１

０日，同月１８日，同月２４日，同月３１日，同年８月７日，同月１５

日，同月２１日，同月２８日 

(3) 居宅介護サービス費の請求 

   ア(ア) 原告は，保険者に対し，国民健康保険団体連合会を通じて，平成２

１年５月分から同年８月分までのＢに係る合計３２回の指定通所リハビ

リテーションについて，合計１１万１１６８円の居宅介護サービス費を

請求した。このうち，本件Ｂ通所日の指定通所リハビリテーションの提

供に係る居宅介護サービス費の合計金額は５万９０５８円である。 

    (イ) 原告は，保険者に対し，国民健康保険団体連合会を通じて，平成２

１年６月分及び同年７月分のＢに係る指定通所リハビリテーションにつ
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いて，リハビリテーションマネジメント加算として合計４１４０円を請

求した。 

イ(ア) 原告は，保険者に対し，国民健康保険団体連合会を通じて，平成２

１年７月分及び同年８月分のＣに係る合計１６回の指定通所リハビリテ

ーションについて，合計９万円の居宅介護サービス費を請求した。この

うち，本件Ｃ通所日の指定通所リハビリテーションの提供に係る居宅介

護サービス費の合計金額は４万５０００円である。 

    (イ) 原告は，保険者に対し，国民健康保険団体連合会を通じて，平成２

１年７月分のＣに係る指定通所リハビリテーションについて，リハビリ

テーションマネジメント加算として２０７０円を請求した。 

   ウ 原告は，保険者に対し，国民健康保険団体連合会を通じて，Ｄら１３名

に係る別表２の合計８４５回の指定通所リハビリテーションについて，サ

ービス提供票に記載された時間帯を基準に算定した所定単位数に従い，居

宅介護サービス費を請求した。 

(4) 本件監査 

   ア 処分行政庁は，本件事業所に対し，平成２２年１月２０日，同年２月２

４日，同年３月１８日，同月２４日，同月３１日，同年４月９日，同月２

８日，同年５月７日，同月１４日，同月２１日，同月２４日ないし２７日，

同月３１日，同年６月１日，同月２日，同月４日，同月７日，同月９日，

同年７月５日，同月７日ないし１０日，介護保険法７６条１項に基づく監

査を実施した。 

   イ Ｃに対する聴き取り調査 

(ア) Ｃは，平成２２年３月１２日，監査担当者からの聴き取り調査に対

し，①通所リハビリテーションについては，平成２０年１１月頃から使

い始め，当初は週に１回だったと思う，Vから，「要介護２なので，週に

２回は使って下さい」と言われ，その後週２回利用したことが，一，二
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ヶ月くらいあると思う，②平成２２年３月の頭に，夜，V から電話があ

り，「県の者が来たら，そうじは週に１回となっているので，ｄさんにき

てもらっていると答えて下さい」と頼まれ，通所リハビリテーションに

ついても，そうじと同様に，「県へ週２回と報告しているので，そのよう

に答えて下さい」と頼まれた旨回答した。 

(イ) Ｃは，平成２２年６月１日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，

①通所リハビリテーションの利用について，以前は週２回と言ったが，

X に電話して確認したところ，X は週１回と言っており，週１回だった

と思う，②クリスマスパーティーなどの特別な場合以外は，通所リハビ

リテーション以外で本件事業所を利用することはない，③最初の一，二

ヶ月は，週１回火曜日に本件事業所を利用しており，途中で，木曜日に

変更した，④通所リハビリテーションの担当者は，ｅと Wであり，ｆと

は面識がない旨回答した。 

ウ Sに対する聴き取り調査 

     Ｂの子である Sは，平成２２年６月１７日及び同月２４日，監査担当者

からの聴き取り調査に対し，①S は，日々，どこへ行って，いくら使った

かを，本件家計簿に記録している，②Ｂが本件事業所を利用する際には，

T がＢの送迎をしている，③家計簿の記載によれば，Ｂは，本件Ｂ通所日

（ただし，平成２１年７月１７日を除く。）には，本件事業所を利用して

いない，④理学療法士で知っているのは，ｅと Wのみであり，ｆには覚え

がない，⑤V から，「週に２回は，（通所リハビリテーションに）通っても

らわないと困る。」と言われ，初めの頃は，無理して週２回通ったことも

あるが，「他の病院も通っていて，送迎も大変なので，週に２回も通えな

い。」と断わり，平成２１年４月からは，週１回の通所となっている旨回

答した。 

   エ Wに対する聴き取り調査 
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(ア) W は，理学療法士として本件事業所に勤務していたところ，平成２

２年５月２４日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①Wは，平成

２１年１月から，本件事業所での勤務を開始し，最初は，木曜日のみの

勤務であったが，その後土曜日も勤務するようになり，同年６月からは，

月曜日から金曜日までの勤務となった，②本件監査が開始した平成２２

年１月以前については，午後のリハビリテーションは実施していなかっ

た，③レクレーションを担当する職員を配置してほしいと Vに要望した

が，受け入れてもらえなかった，④Ｃのリハビリ記録の平成２１年４月

１１日及び同月２５日の記載については，Uが勝手に書いたものである，

⑤Ｂのデイケア記録のうち，平成２１年１０月２日と同月１６日のｇの

サインは，Uの筆跡である，⑥Uに，実際にしていないにもかかわらず，

記録を書いてくれ，と言われた，行っていないのを書くのはおかしいと

注意したが，利用者に承諾を得ているからと言葉を濁されたなどと回答

した。 

(イ) Wは，平成２２年６月４日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，

①V に，デイケアは，リハビリテーションだけでなく，レクレーション

とか，見守りとか必要で，利用者がリハビリテーションだけして２階の

居室に戻っていくのはおかしいと何度も言ってきたが，V は，リハビリ

テーションだけで良いといって聞かない，②Ｃの本件事業所の利用は，

W が勤務を開始した当初から，週１回，木曜日だったと記憶している，

③U から，Ｃが実際に本件事業所に通っていないにもかかわらず，「一

度，抜けると，マネジメントがとれない（算定できない）ので，利用者

の了解も得ているので」と，記録を書くように言われた，④Ｃの記録の

うち，[ｱ]平成２１年４月１１日，同月２５日，同月２日，同年５月９日

は，Uの筆跡だと思う，[ｲ]同月１６日，同月３０日は，Uが書いたもの

を，Wがなぞったものだと思う，[ｳ]同年６月１５日は，日付を指定され，
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後から記載した，[ｴ]同月２２日は，後で記載するよう言われて，書いた

ものと思う，[ｵ]同年８月１０日及び同月１７日の記録は，先に，Uから

日付を指定され，記載したものと思う，[ｶ]平成２１年８月２４日の記録

は，Uに，「（Ｃさんは）もう，来ないのに書く必要はないでしょ」とい

うようなことを言って消しており，Ｃが来ていないのに書かされた記録

のうち，一番印象に残っている，⑤Ｂのリハビリ記録にある，（Ｈ２１）

「７／７」，「７／１４」の筆跡は，U のものである，⑥R の入居者は，

リハビリテーションしか実施しておらず，１人あたり１時間も提供して

いないなどと回答した。 

(ウ) W は，平成２２年９月１３日，監査担当者からの聴き取り調査に対

し，①リハビリ記録の平成２１年６月１６日の記載は，提供していない

サービスについて，Uの指示で書かされたものだと思う，②実際にリハ

ビリテーションを提供していなくても，本人の様子を思い出しながらイ

メージで書いている，③Ｂについては，水増し請求することについて，

本人の了解を得ていると Uから聞いていたなどと回答した。 

   オ ｅに対する聴き取り調査 

     ｅは，理学療法士として本件事業所に勤務していたところ，平成２２年

６月７日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①ほとんどの R入居者

は，２階で食事をしたいという希望が強かったことから，午前中にリハビ

リテーションを終わっていたが，利用者が多くて，午前中にできなかった

利用者については，時々，午後から来てもらうこともあった，②利用者の

出欠については，理学療法士の記録に書いてあるとおりであり，ｅは，利

用者が来所した日は必ず記録に記載していたなどと回答した。 

   カ ｈに対する聴き取り調査 

ｈは，原告に医師として勤務し，本件事業所の管理者をしていたところ，

平成２２年７月５日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①ｈは，平
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成２０年１月から平成２２年１月までの間は，月曜日から土曜日の午前８

時３０分から午後２時まで，本件事業所で勤務していた，②Ｃの理学療法

処方箋について，「１ 物理療法，２ 運動療法」とあり，内容の記載が

ないのは，医療のリハビリテーションなのか介護のリハビリテーションな

のか，リハビリテーションで何をしているのかがわからず，書けなかった

ためである，③Vや Uに対し，実際にリハビリテーションをしていないも

の（利用者が来ていないなど）や，実際の提供時間が短いものを（ケアプ

ランの）所定時間どおり請求してはいけないと何度か注意したなどと回答

した。 

   キ Xに対する聴き取り調査 

    (ア) X は，本件事業所に勤務していたところ，平成２２年５月１４日，

監査担当者からの聴き取り調査に対し，①平成２２年１月以前のデイケ

アサービス状況は，[ｱ]午前９時３０分からバイタル，体操を行い，リハ

ビリテーションが本格的に開始するのは午前１０時頃で，デイケアの終

了時刻は，利用者によって様々であったように思う，[ｲ]デイケアはリハ

ビリテーションだけ行っており，それ以上の本件事業所からの指示はな

かった，[ｳ]午前１０時から午後３時３０分までといった時間でのサービ

ス提供はしていない，[ｴ]Rに入居している利用者については，必要なリ

ハビリテーションだけを行い，居室に戻って行った，[ｵ]Rの入居者は２

階で食事をとっており，２階で食事を終えた後，１階のデイケアへ戻る

ことはないなどと回答した。 

(イ) Xは，平成２２年６月２日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，

①Ｃについて，デイケアサービス日誌に利用する予定がない日に，あら

かじめバイタルチェックの記録が書かれていたのを見て，おかしいなと

思っていた，②Ｃが実際利用する日のバイタルチェックは，Uか Xが測

定して記録していた，③Ｃは，週１回（木曜日）来て午前中だけの利用
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だったように記憶している，④Ｃのカルテに記録されている，平成２１

年５月２３日，６月９日，同月２３日のｆのサインは，Uの筆跡に間違

いがないと思うなどと回答した。 

    (ウ) Xは，平成２２年７月８日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，

①Ｃの連絡帳は，通所の時に，X，W，U 及びｈが記載していた，②連

絡帳に記載がない日に，Ｃが本件事業所に通ったことはない，③サービ

ス提供票の「実績」欄に「１」と記載しているのは，Uであるなどと回

答した。 

   ク ｉに対する聴き取り調査 

     ｉは，R に勤務していたところ，平成２２年５月２１日，監査担当者か

らの聴き取り調査に対し，①利用者ノートについて，日勤帯には，日勤者

で実際介護した者が記入しており，特に記入方法のルールは決まっておら

ず，当初は細かい動作も記入していたが，途中から簡素化されていった，

②R に入居している利用者は，必要なリハビリテーションだけを行い，昼

食の時間になると２階へ上がっていき，昼食が済んだら居室に戻って昼寝

していた，１階で食事をする利用者は誰もいなかった，③ＪとＩは，毎回

ではないが，食事をとった後，デイケアへ戻ることもあったなどと回答し

た。 

   ケ ｊに対する聴き取り調査 

     ｊは，平成２２年５月２５日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，

①ｊは，平成１９年１０月頃から，R で，主に食事担当として勤務してい

る，②利用者ノートについては，誰が記入するかは特に決まっておらず，

日勤者の誰かが書く仕組みであり，実際利用者に対し行われたことだけを

書いている，③平成２０年１２月末くらいから，利用者ノートの書き方が

簡単になっていった，④本件監査で指摘されるまでは，R の入居者は，午

前中のデイケアサービスが終了したら，２階に上がって食事をし，食事を

  29



した後，１階のデイケアに戻ることはなかった旨回答した。 

   コ ｇに対する聴き取り調査 

     ｇは，ｃに介護支援専門員として勤務していたところ，平成２２年５月

２６日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①ｇは，平成２１年６月

２１日から同年１１月９日まで，原告に週２回，主に月曜日と木曜日の午

前中（午前９時から午後０時まで），本件事業所の理学療法士の手伝いと

して勤務していた，②ｇは，VやWに対し，デイケアサービス提供時間中

は，利用者は機能訓練室にいないといけないと言ったことがあるが，V に

は，聞き入れてもらえなかった，利用者は午前中でRの居室に戻っていた，

③サービス提供票の実績欄の手書きの数字は Uが記入し，R入居者のバイ

タル記録は，Uやｇが，Rの訪問介護員が計測した記録をデイケアサービ

ス日誌に転記していた，④自宅から通っている利用者について，本件事業

所に来ていない日に，Uの筆跡でバイタル記録が記入されていたことがあ

った，⑤デイケアサービス中は，個人のリハビリテーション以外は，何も

しておらず，利用者全員でデイケア中にレクレーション等をすることはな

かった，⑥昼食前にはデイケアサービスが終わって，R の入居者は，２階

の食堂で昼食をとっていたなどと回答した。 

   サ ｄに対する聴き取り調査 

     ｄは，R に勤務していたところ，平成２２年５月３１日，監査担当者か

らの聴き取り調査に対し，①ｄは，平成１８年１２月から，本件事業所に

おいて，平成２０年頃に四，五回ほど，理学療法士の補助と外部利用者の

送迎をしていた，②ｄがデイケアサービスの手伝いを行っていた時は，R

に入居している利用者は，午前中に必要なリハビリテーションを終えた後，

居室がある２階の食堂で昼食をとっていたなどと回答した。 

   シ ｋに対する聴き取り調査 

     ｋは，ｃに介護支援専門員として勤務していたところ，平成２２年５月
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３１日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①平成２２年３月頃に，

Uに対し，Ｊの通所リハビリテーションのケースファイルを示して，通所

リハビリテーションのサービス提供時間は午後３時３０分までとなってい

るが，実際この時間までサービスは提供していないので，このような不適

正部分を最初に改善しなくてはいけないのではないかと言ったが，Uは何

も言わなかった，②通所リハビリテーションの提供時間については，午前

１１時頃には終えていたなどと回答した。 

   ス Yに対する聴き取り調査 

     Y は，ｃに介護支援専門員として勤務していたところ，平成２２年５月

７日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①Uに対し，Ｆの短時間で

のサービスを居宅サービス計画どおり請求していることを注意したが，聞

き入れることなく請求していた，②Y が居宅サービス計画を作成していた

利用者は，[ｱ]K（入居者）：９：００～１１：３０（１階），１１：３０～

（２階で食事），午後は１階で入浴していた，[ｲ]P（入居者）：９：００～

１１：３０（１階），１１：３０～（２階で食事），午後は１階で入浴する

が，デイでの入浴が週２回，訪問介護で週１回などと回答した。 

セ Uに対する聴き取り調査 

Uは，平成２２年７月７日，監査担当者からの聴き取り調査に対し，①

デイケアサービス日誌について，[ｱ]利用者の名前や１日の行事については，

前日に記載し，バイタルチェックについては，その日に記載している，[ｲ]

利用者が欠席して予定が変わる場合には，棒線などで消している，[ｳ]「入

浴の有無」欄については，予定で記載し，従業員から実際に入浴したかど

うかの報告を受け，訂正が必要な場合は，訂正している，②デイケア記録

の「入浴」の欄については，実際に入浴したかどうかをヘルパーに確認し

て，記載している，③本件監査が行われる平成２２年１月以前，本件事業

所における指定通所リハビリテーションの内容は，午前１１時頃までは，
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バイタルチェックをして，個人のリハビリテーション（平行棒など）を行

ったほか，作業療法士による機能訓練（マッサージ，マイクロ波，低周波

など）を行っていた，低周波については，Uが担当していた，その後のサ

ービス内容については，よくわからないが，ヘルパーから報告を受けてい

た，④サービス提供票は，ヘルパーが下書きし，Uが清書していたものや，

ヘルパーから報告を受けて Uが記載していたものがある，⑤平成２１年４

月２日のデイケアサービス日誌の「記録上 ｌ ｍ 土曜に変更か」との

記載は，Uの筆跡である，⑥同月４日のｍの記録は，実際は同月２日に来

ていたが，定員の１０名を超えたため，同月４日に来たことにしたもので

ある，⑦Ｃの記録について，ｅと相談して，２月１６日とあるものを２月

１７日に変えたと思う，⑧Ｂの５月１２日の理学療法士の記録は，ｆは目

が不自由であるため，ｆから聞いて，Uが代筆したものであるなどと回答

したが，監査報告書への署名押印を拒否した。 

(5) 聴聞 

ア 処分行政庁は，原告に対し，平成２２年４月９日付けで，本件事業所に

係る指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関し，行政手続法１３条１

項の規定に基づく聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日とし

て，同年５月１４日を通知した。その後，処分行政庁は，原告に対し，同

年５月１７日付けで，聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日

として，同年６月１７日を，同日付けで，聴聞を行うか否かの決定をする

ことが見込まれる日として，７月２０日をそれぞれ通知した後，同日付け

で，上記聴聞手続を同年８月６日に行うことを通知した。上記通知に係る

聴聞通知書（甲４。以下「本件聴聞通知書」という。）の「不利益処分の

原因となる事実」の欄には，取消理由１ないし３が記載されていた。 

イ 処分行政庁は，平成２２年８月２日付け上申書を受け，原告及び原告代

理人に対し，同月４日付けで，聴聞期日を同月３１日に変更する旨通知し
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た。 

ウ 三重県健康福祉部長は，原告に対し，以下の内容等が記載された「行政

処分に相当する事実の詳細」と題する書面（甲９。以下「本件書面」とい

う。）を送付するとともに，本件処分の根拠となる資料の内容を説明した

「挙証資料：「Ａ」関係分」と題する書面（甲２１）を送付した。 

(ア) 取消理由１について 

実際には提供していない指定居宅サービスとは，①Ｂに対する平成２

１年５月１２日から同年８月２５日までの合計１７回の指定居宅サービ

ス，②Ｃに対する同年７月６日から同年８月２４日までの合計８回の指

定居宅サービスを指す。 

(イ) 取消理由２について 

実際には提供していない指定居宅サービスをあたかも提供したかのご

とく，諸記録を装った上，リハビリテーションマネジメント加算を算定

した利用者及び算定回数等は，①Ｂに対する平成２１年６月及び同年７

月の合計２回，②Ｃに対する同年７月の１回を指す。 

(ウ) 取消理由３について 

居宅サービス計画に位置付けられた所要時間の指定居宅サービスの提

供を行わず，かつ，当該指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費を

不正に請求した利用者及び提供回数等は，以下の合計８４５回である。 

     ａ Ｄ 

 平成２０年２月１５日から平成２１年３月３０日まで合計９０回 

     ｂ Ｅ 

       平成２０年２月４日から平成２１年５月２６日まで合計１２４回 

     ｃ Ｆ 

       平成２０年２月２日から平成２１年７月３日まで合計５１回 

     ｄ Ｇ 

  33



       平成２１年３月６日から同年１２月２３日まで合計３７回 

     ｅ Ｈ 

       平成２０年４月４日から平成２１年１２月２８日まで合計１１１回 

     ｆ Ｉ 

       平成２０年１１月１４日から平成２２年１月２９日まで合計２６回 

     ｇ Ｊ 

       平成２０年４月４日から平成２１年１２月２３日まで合計１５５回 

     ｈ K 

       平成２０年２月１日から同年６月２０日まで合計３３回 

     ｉ L 

       平成２１年２月６日から同年３月３０日まで合計９回 

     ｊ Ｍ 

       平成２０年５月２３日から同年１１月２５日まで合計４７回 

     ｋ Ｎ 

       平成２１年１１月１８日から同年１２月２３日まで合計３回 

     ｌ O 

       平成２０年８月１８日から平成２１年３月２５日まで合計６６回 

     ｍ P 

       平成２０年２月１日から平成２１年２月１３日まで合計９３回 

エ 処分行政庁は，平成２２年８月３１日，本件処分に関する聴聞を実施し，

原告代理人２名が出席し，被告の職員に対して釈明を求め，原告の意見を

述べた。原告は，聴聞の主宰者である三重県健康福祉部こども局こども家

庭室室長に対し，聴聞に先立って，同日付け陳述書を提出するとともに，

聴聞後に同年９月６日付け陳述書を提出した。 

 ２ 争点(1)（旧介護保険法７７条１項５号の取消事由該当性）について 

  (1) 取消理由１について 

  34



ア Ｂに係る請求について 

   (ア) 前記１によれば，Ｂの連絡帳には，平成２１年６月１１日から同年

８月３１日までの間について，同年６月１１日，同月１８日，同月２５

日，同年７月２日，同月１０日，同月２４日，同月３１日，同年８月７

日，同月２１日，同月２８日に，「バイタルチェック」という項目で，血

圧，脈拍，体温の測定結果が，「リハビリ」という項目で，その内容が記

載されているが，本件Ｂ通所日については記載がないことが認められる

ところ，連絡帳は，R 以外から本件事業所に通所する利用者の様子をそ

の家族に伝えるために作成されるものであって，利用者が利用する都度

記載されるものであるから，連絡帳に記載がある日に，Ｂが本件事業所

で指定通所リハビリテーションを受けており，連絡帳に記載がない日に

は，本件事業所に通所していないと考えるのが自然である。 

(イ) 前記１のとおり，S は，本件監査において，行った場所や出費を記

載した本件家計簿に基づき，T らが本件事業所までＢの送迎を行い，本

件事業所に行った場合には，外食していることなどから，Ｂは，平成２

１年７月１７日を除き，本件Ｂ通所日には本件事業所に行っていない，

また，Ｂの通所は同年４月以降，週１回である旨述べており，その内容

は，客観的な記録を根拠にした，また，詳細かつ自然なものであること

から，その供述は信用することができる。 

   (ウ) したがって，原告が請求したＢに係る合計３２回の指定通所リハビ

リテーションのうち，本件Ｂ通所日の合計１７回について，実際には提

供されていない事実を認めることができる。 

イ Ｃに係る請求について 

(ア) 前記１のとおり，Ｃの連絡帳には，平成２１年７月２日，同月９日，

同月１６日，同月２３日，同月２９日，８月６日，同月１３日，同月２

０日に記載があるが，本件Ｃ通所日についての記載はない。 
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(イ) 前記１のとおり，Ｃは，本件監査において，本件事業所における指

定通所リハビリテーションは，週に１回の利用であった旨述べていると

ころ，その供述内容は，V との具体的なやりとりについても言及するな

ど，詳細で自然なものであって，信用できる。 

(ウ) W及び Xが，本件監査において，Ｃは本件事業所を週１回，木曜日

に利用していたと述べているところ，その供述内容は自然で，信用でき

る。 

(エ) したがって，原告が請求したＣに係る合計１６回の指定通所リハビ

リテーションのうち，本件Ｃ通所日の合計８回について，実際には提供

されていない事実を認めることができる。 

ウ 原告は，Ｂ及びＣに係るリハビリ記録，デイケア記録，デイケアサービ

ス日誌及びサービス提供票などの客観的な記録が存在するとして，本件Ｂ

通所日（合計１７回）及び本件Ｃ通所日（合計８回）の指定通所リハビリ

テーションについても，実際に提供されていたと主張する。 

しかしながら，Wは，監査担当者からの聴き取り調査において，リハビ

リ記録について，実際にはＢ及びＣに対して指定通所リハビリテーション

を提供していないにもかかわらず，Uの指示によって記載したものが存在

する旨供述しており，W が原告に不利益な供述をする動機は見当たらず，

これを信用することができ，U が W に指示するなどして，内容虚偽のリ

ハビリ記録を作成させていたものと推認され，上記リハビリ記録は採用で

きない。 

また，デイケア記録，デイケアサービス日誌及びサービス提供票につい

ては，Uが記載していたものが含まれているところ，ｈ，X及びｇの本件

監査における供述に照らし，これらの記録についても，Uが，実際には提

供していない指定居宅サービスについて，内容虚偽の記録を作成していた

と推認され，上記サービス提供票等も採用できない。 
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したがって，また，前記ア，イの認定に反する Uの供述並びに原告及び

Uの陳述書（甲６，７，３０）も採用できない。 

エ また，前記１によれば，原告が，保険者に対し，国民健康保険団体連合

会を通じて，本件事業所に関し，①平成２１年５月分から同年８月分まで

のＢに係る指定居宅サービスについて行った，居宅介護サービス費の請求

のうち，本件Ｂ通所日の指定通所リハビリテーションの提供に係る居宅介

護サービス費の合計金額は５万９０５８円であること，②平成２１年７月

分及び同年８月分のＣに係る指定居宅サービスについて行った，居宅介護

サービス費を請求のうち，本件Ｃ通所日の指定通所リハビリテーションの

提供に係る居宅介護サービス費の合計金額は，４万５０００円であること

が認められるところ，上記各請求は，上記ア，イ認定のとおり，実際には

提供されていない指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費

の請求であるから，旧介護保険法７７条１項５号の「居宅介護サービス費

の請求に関し不正があったとき」に該当する。 

   オ なお，原告は，原告代表者が，「実績」欄にチェックの入ったサービス提

供票を見て，指定居宅サービスが適切に提供されていると信頼して居宅介

護サービス費の請求をするのも無理はなく，原告に故意はなかったのであ

るから，「不正」な請求とはいえない旨主張する。 

しかしながら，前記認定した複数回にわたり不正請求をしたとの態様や，

居宅介護サービス費の請求を委ねられていた Uが，指定通所リハビリテー

ションを提供していないにもかかわらず，これを提供したかのように複数

の記録に自ら記載し，あるいは，他の従業者をして記載させる偽装工作を

行っていること，Uは，複数の従業者から不正な記録の記載をすること及

び提供していない指定通所リハビリテーションについて請求することにつ

いて，注意を受けていることなどの事情を総合すると，原告は，Ｂ及びＣ

に対する指定居宅サービスが行われていないことを認識しつつ，居宅介護

  37



サービス費を請求したものであると推認することができる。これに反する

部分の Uの供述及び陳述書（甲３０）は採用できず，他に，この推認を覆

すに至る事情は見当たらない。 

そうすると，原告の前記主張は，前提を異にするので，理由がなく，採

用できない。 

  (2) 取消理由２について 

   ア 居宅介護サービス費の算定については，利用者が，１月に８回以上指定

通所リハビリテーション事業所に通所している場合に，算定基準に定めら

れた基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所について，リハビ

リテーションマネジメント加算として，１月に１回，加算される（算定基

準及び算定通知）ところ，上記(1)によれば，Ｂは，平成２１年６月及び同

年７月に，それぞれ４回，本件事業所に通所し，Ｃは，平成２１年７月に

５回，本件事業所に通所していたことが認められるから，両名とも，リハ

ビリテーションマネジメント加算の要件を満たしていない。 

   イ また，前記１によれば，原告が，保険者に対し，国民健康保険団体連合

会を通じて，①平成２１年６月分及び同年７月分のＢに係るリハビリテー

ションマネジメント加算として合計４１４０円の居宅介護サービス費の請

求をしたこと，②平成２１年７月分のＣに係るリハビリテーションマネジ

メント加算として合計２０７０円の居宅介護サービス費を請求したことが

認められ，これは，リハビリテーションマネジメント加算の要件を満たし

ていないにもかかわらず行われた請求であるから，旧介護保険法７７条１

項５号の「介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき」に該当す

る。 

  (3) 取消理由３について 

ア 指定通所リハビリテーションに要する費用の額の算定については，利用

者の要介護状態区分に応じて，現に要した時間ではなく，通所リハビリテ
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ーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行う

のに要する標準的な時間（所要時間）ごとに所定単位数が定められ，これ

によって算定されるところ（介護保険法４１条４項１号，算定基準），予

定された指定通所リハビリテーションに要すると見込まれる時間が，所要

時間に満たないものであるにもかかわらず，居宅介護サービス費の請求を

することは，旧介護保険法７７条１項５号の「不正」に該当すると解すべ

きである。 

イ(ア) 前記１によれば，Ｄら１３名の利用者ノートには，各利用者が本件

事業所において指定居宅サービスの提供を受けた時間及び指定居宅サー

ビスの提供を終えた時間について，別表２のとおり記載されていること

が認められるところ，利用者ノートには，各日に Rの入居者が行った食

事や入浴等の行動が詳細に記載されており，入居者の日々の行動を把握

するために記録されていたものと認められるから，利用者ノートには，

各入居者が本件事業所において指定居宅サービスの提供を受けていた時

間が正確に記載されているものと認められる。 

  なお，原告は，利用者ノートには，本件事業所における指定通所リハ

ビリテーションが提供された時間が正確に記載されていないなどと主張

するが，利用者ノートには，各入居者の１日の行動のうち，食事，入浴，

リハビリテーション，睡眠といった基本的な行動については，毎日記載

されており，記載内容が簡易化された別表２の期間の終盤においてもそ

の点には変わりがないこと，指定通所リハビリテーションの提供を受け

るために１階に行く，その提供を受け終わって２階へ上がるといった，

入居者の移動を伴う行動は，R の運営にとって重要な事項であり，午後

の指定通所リハビリテーションに限ってその記載が漏れていることは考

え難いことからすると，利用者ノートの記載は正確に記載されたものと

認められるのであって，原告の上記主張は当たらない。 
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(イ) また，前記１のとおり，①理学療法士であるWが，本件監査におい

て，[ｱ]本件事業所においては，午後のリハビリは実施していない，[ｲ]R

の入居者について，リハビリテーションしか実施しておらず，１人あた

り１時間も提供していないなどと供述していること，②理学療法士のｅ

が，ほとんどの Rの入居者は，２階で食事をしたいという希望が強かっ

たことから，午前中にリハビリテーションを終えていたが，利用者が多

い場合等には，午後にも行っていたと供述していること，③原告の従業

員である Xが，[ｱ]本件監査開始以前のデイケアの運営状況は，リハビリ

テーションのみであり，入居者は，必要なリハビリテーションだけを行

い，２階の Rに戻っており，２階で食事を終えた後で１階のデイケアへ

戻ることはない，[ｲ]午前１０時頃から午後３時３０分までといった時間

でのサービスは行っていないなどと供述していること，④原告の従業員

であるｉが，R の利用者は，必要なリハビリだけを行い，昼食の時間に

なると２階ヘ上がり，昼食が済んだら居室で昼寝をしていたと供述して

いること，⑤原告の従業員であるｊが，本件監査以前は，Rの入居者は，

午前中のデイケア終了後，２階に上がって食事をし，その後１階へ戻る

ことはなかったと供述していること，⑥ｇが，[ｱ]デイケア中は，個人の

リハビリ以外は，何もしておらず，利用者全員でレクレーション等をす

ることはなかった，[ｲ]入居者は，昼食前にはデイケアを終え，２階の食

堂で昼食をとっていたと供述していること，⑦ｄが，入居者のデイケア

利用者は，午前中に必要なリハビリを終え，居室がある２階の食堂で昼

食をとっていたと供述していること，⑧ｋが，デイケアの提供は，午前

１１時頃には終えていたと供述していることが認められるところ，その

供述内容は，いずれも，R の入居者が，必要な通所リハビリテーション

の提供だけを受け，昼食前には，本件事業所のある１階での指定通所リ

ハビリテーションの利用を終えた後，２階の Rで昼食をとり，その後１
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階へ戻ることはなかったという点で概ね一致しており，相互にその信用

性を補完しているといえる。 

    (ウ) そうすると，Ｄら１３名に係る指定通所リハビリテーションは，各

利用者に必要なリハビリテーションだけを行い，基本的に，昼食前まで

には終了するものであって，サービス提供票に記載されているような長

時間にわたる所要時間を満たすものではなかったと認められる。これに

反する U の供述並びにｎ，ｏ及び U の陳述書（甲１７，１８，３０）

は採用できない。 

    (エ) また，上記認定事実によれば，原告が，保険者に対し，国民健康保

険団体連合会を通じて，Ｄら１３名に係る別表２の合計８４５回の指定

通所リハビリテーションについて，サービス提供票に記載された所要時

間を基準に算定した所定単位数に従い，居宅介護サービス費を請求した

ことが認められるところ，上記各請求は，実際に指定通所リハビリテー

ションを提供した時間が，所要時間に満たないものであるにもかかわら

ず，居宅介護サービス費の請求をしたものであるから，旧介護保険法７

７条１項５号の「不正」に該当する。 

(オ) 原告は，サービス提供票の記載を見て，指定通所リハビリテーショ

ンが提供されていると信頼して居宅介護サービス費の請求をするのも無

理はなく，原告に架空又は水増しによる不正な請求であるとの故意はな

く，「不正」な請求とはいえない旨主張する。しかし，前記１によれば，

前記(1)オと同様であり，Ｄら１３名に係る不正な請求は複数の利用者に

ついて長期間にわたり繰り返しなされた多額の請求であること，原告か

ら居宅介護サービス費の請求業務を委ねられていた Uは，サービス提供

票に自ら虚偽の記載をするなど偽装工作を行っていること，U や V は，

複数の従業者から不正な記録をすることや所要時間どおりの指定通所リ

ハビリテーションを提供しないことについて注意を受けていたことなど

  41



の事情を総合すると，原告は，所要時間を満たす指定通所リハビリテー

ションが提供されていないことを認識しながら，居宅介護サービス費の

請求をしていたものと推認される。これに反する部分の Uの供述や陳述

書（甲３０）は採用できず，他にこの推認を覆すに至る事情は見当たら

ない。 

     そうすると，原告の前記主張は，前提を異にするので，理由が無く，採

用できない。 

   カ なお，前記１によれば，実際の提供時間を前提に，所定単位数に従い算

定すると，原告は，４１２万７８７５円の居宅介護サービス費を不正に請

求していたことになる。 

 ３ 争点(2)（比例原則違反の有無）について 

  (1) 旧介護保険法７７条１項５号は，都道府県知事は，居宅介護サービス費の

請求に関し不正があったときは，当該指定居宅サービス事業者に係る指定を

取り消すことができる旨定めているところ，この規定の文言及び要介護状態

となった者に対し，必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を

行うため，介護保険制度を設けることにより国民の保健医療の向上及び福祉

の増進を図ることを目的とした介護保険法の趣旨（同法１条）に照らすと，

旧介護保険法７７条１項５号に基づき指定の取消しをするか否かについて，

処分行政庁に裁量権が与えられているものと解される。そして，処分理由と

なった行為の態様，利得の有無とその金額，頻度，動機，他に取りうる措置

がなかったかどうか等を勘案して，違反行為の内容に比してその処分が社会

通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合には，裁量権の範囲を逸脱し

又はその濫用があったものとして，当該処分は違法となると解するのが相当

である。 

  (2) 前記１によれば，①原告のＣ及びＢに係る居宅介護サービス費の請求は，

全く指定居宅サービスを提供していないにもかかわらず行われた架空請求で
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あり，Ｄら１３名に係る居宅介護サービス費の請求は，所要時間に満たない

指定居宅サービスについて行った水増し請求であり，複数の利用者について，

長期間にわたって反復継続して行われたもので，不正請求の額も多額である

こと，②原告は，上記請求を，内容虚偽のサービス提供記録やサービス提供

票を作成した上で行い，また，③監査担当者による聴き取り調査に対して虚

偽の供述をするよう関係者に依頼をするなどの偽装工作もしており，計画的

に行われた，悪質かつ巧妙な事案であるといえる。 

処分行政庁が，本件処分を行ったことは，行為に比して過大な処分とはい

えず，比例原則に反するものではない。 

(3) 原告は，勧告，命令等による改善の機会を与えることなく本件処分に至っ

たことについて，比例原則に違反する旨主張するが，介護保険法は，不正請

求を取消事由とする場合に，勧告や命令を経ることを定めていない上，原告

の指摘する通知は，旧介護保険法７７条１項３号の処分を行うに当たっての

裁量権行使の指針を示したもので，同項５号の処分を行う場合には適用され

ないと解されるから，勧告，命令等を経ることなく，本件処分を行っても，

比例原則に反するものではない。 

また，原告は，利用者に対する指定通所リハビリテーションが適切に提供

されていると信頼して居宅介護サービス費の請求を行っており，仮に指定通

所リハビリテーションの提供がされていないものがあったとしても，その悪

質性は低いなどとも主張するが，上記２で判示したとおり，原告は，利用者

に対する指定通所リハビリテーションが実際には提供されていないことや所

要時間に満たないものであることを認識しつつ，居宅介護サービス費を請求

したものであると認めることができ，原告の上記主張は前提を異にし，採用

することができない。 

以上検討してきたとおり，本件処分は，比例原則に反する違法なものであ

るとは認めることができない。 
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 ４ 争点(3)（本件処分に至る手続の適法性）について 

  (1) 前記１によれば，①処分行政庁は，原告に対し，平成２２年４月９日付け

の通知以降，数回にわたり，聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれ

る日を通知し，聴聞を同年８月６日に行う旨を通知したが，原告からの申立

てを受けて，聴聞を同月３１日に変更する旨通知したこと，②処分行政庁は，

原告に対し，本件書面を送付し，本件処分の原因となる，実際には提供して

いない指定通所リハビリテーションや所要時間の提供をしていない指定通所

リハビリテーションについて，利用者，日時，回数等を明らかにするととも

に，本件処分の根拠となる資料の内容を説明した書面も送付したこと，③原

告が，聴聞に際して陳述書を提出するとともに，原告代理人が聴聞期日に出

席し，被告の職員に対して釈明を求め，原告の意見を述べたことが認められ

る。これらの事実を総合すると，聴聞決定予定日が通知されてから，聴聞期

日が開かれるまでの間には相当期間が経過している上，処分行政庁は，聴聞

期日を延期し，また，関係資料の送付を行うなど，原告に反論の機会を与え

るために相応の配慮を行っているものと認められる。 

したがって，本件処分に至る手続は，適法であると認められる。 

 ５ 争点(4)（理由不備の有無）について 

  (1) 行政手続法１４条１項本文が，不利益処分をする場合に同時に理由を名宛

人に示さなければならないとしているのは，名宛人に直接義務を課し又はそ

の権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み，行政庁の判断の慎重と合

理性を担保してその恣意を抑制するとともに，処分の理由を名宛人に知らせ

て不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして，同項本

文に基づいてどの程度の理由を摘示すべきかは，上記のような同項本文の趣

旨に照らし，当該処分の根拠法令の規定内容，当該処分に係る処分基準の存

否及び内容並びに公表の有無，当該処分の性質及び内容，当該処分の原因と

なる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである（最高裁平成
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２３年６月７日第三小法廷判決・民集６５巻４号２０８１頁参照）。 

  (2) 前記１によれば，①処分行政庁は，本件通知書において，本件処分に至っ

た理由として，取消理由１ないし３のとおり記載したこと，②旧介護保険法

７７条１項５号は，都道府県知事が，居宅介護サービス費の請求に関し不正

があったときに，当該指定居宅サービス事業者に係る指定を取り消すことが

できる旨定めていること，③上記取消処分に関し処分基準は定められていな

いことが認められるところ，これらの事実によれば，本件通知書には，本件

処分の原因となった事実及びそれに適用されるべき法令の条項を特定できる

理由が付されているということができる。また，本件通知書には，リハビリ

テーションマネジメント加算に関して定める算定基準や算定通知の具体的な

条項は記載されていないが，④リハビリテーションマネジメント加算の要件

として，月に８回以上の通所が必要である旨が記載されていることから，原

告において，算定基準や算定通知の適用条項を特定することは可能である。

そして，本件通知書には，不正請求の対象となった指定通所リハビリテーシ

ョンの利用者，日時，回数等については記載されていないものの，⑤原告に

対し，本件回答書が送付され，不正請求の対象となった利用者，日時，回数

等を含め，処分理由の概要が明示されていることを併せ考えれば，本件処分

に関して原告が不服申立てをするに際して，本件処分の原因となった具体的

な事実関係を特定することは可能であるから，本件通知書の記載は，行政手

続法１４条１項の趣旨に照らし，同項本文の要求する理由付記として十分で

ないとまではいえず，この点に関し，本件処分に瑕疵があるといえるもので

はない。 

第４ 結論 

   よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文の

とおり判決する。 
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          裁判長裁判官  戸  田  彰  子 

 

 

  46



  47

別表 １ 

 

 利用者名 期      間 件数 

１ Ｄ 平成 20年 2月 15日から平成 21年 3月 30日 90回

２ Ｅ 平成 20年 2月 4日から平成 21年 5月 26日 124回

３ Ｆ 平成 20年 2月 2日から平成 21年 7月 3日 51回

４ Ｇ 平成 21年 3月 6日から平成 21年 12月 23日 37回

５ Ｈ 平成 20年 4月 4日から平成 21年 12月 28日 111回

６ Ｉ 平成 20年 11月 14日から平成 22年 1月 29日 26回

７ Ｊ 平成 20年 4月 4日から平成 21年 12月 23日 155回

８ K 平成 20年 2月 1日から平成 20年 6月 20日 33回

９ L 平成 21年 2月 6日から平成 21年 3月 30日 9回 

10 Ｍ 平成 20年 5月 23日から平成 20年 11月 25日 47回

11 Ｎ 平成 21年 11月 18日から平成 21年 12月 23日 3回 

12 O 平成 20年 8月 18日から平成 21年 3月 25日 66回

13 P 平成 20年 2月 1日から平成 21年 2月 13日 93回

 


